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日本の農産物輸出のために
～輸出植物検疫について～
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2020年は国連総会で定めた
「国際植物防疫年」です。



日本の農産物輸出のために
～輸出植物検疫ついて～
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１．輸出植物検疫制度



植物検疫とは、農林業に重大な被害を与える病害虫の侵入を防ぐための措
置です。各国は、輸出国に科学的根拠に基づいた検疫措置を求めています。

日本から植物を輸出する場合、輸出相手国が求める検疫条件（栽培中に病
害虫の検査を行う等）に適合した植物を輸出する必要があります。

検疫条件に違反すると、輸出が停止される事態を招きかねないため、植物防
疫所では輸出関係者へ検疫条件の情報提供等を行っています。

○ 輸出検査の申請には、輸出相手国や品目により、相手国の輸入許可証、栽培地検
査合格証明書の添付が必要となります。

○ 輸出検査は、全国の主な海港や空港に所在する植物防疫所で行います。
輸出者の要請により、品質保持、数量確保のため、栽培地、集荷地等に出向いて輸
出検査を実施することがあります。
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１．輸出植物検疫制度

目的・役割

輸出検査



輸出相手国が輸入を禁止 輸出相手国が検査を要求 輸出相手国の検疫要求なし

輸出相手国が要求している検査の実施
（輸出検査、栽培地検査、ウイルス検定、消毒確認等）

輸出相手国の要求に
適合していない

輸出相手国の要求に
適合している

植物検疫証明書
の発給輸出不可

輸
出

禁止品 検査品 検査不要品

合 格合 格不合格不合格

※輸出相手国により、禁止品・検査品・検査対象外に該当する品目は異なります。 3

１．輸出植物検疫制度



２．農産物の輸出に関する植物検疫条件（貨物）

（令和２年９月現在）

※ 輸出相手国により植物検疫条件は変更されます。最新の情報をご確認下さい。

※１ 輸入許可証は輸出相手国により発給されます。
※２ 特別な措置の詳細は植物防疫所にお尋ね下さい。

太字：農林水産物輸出入情報 2020年1月～７月累計金額上位３か国 4

品目
検査を受けずに
輸出可能

植物検疫証明書を
添付すれば輸出可能

輸入許可証(※１)の取得及び
植物検疫証明書を添付
すれば輸出可能

特別な措置が必要※２

りんご 香港、シンガポール 中国
台湾、タイ、
カナダ、米国

いちご 香港、シンガポール 台湾 タイ

うんしゅうみかん
香港、シンガポール
カナダ

台湾 タイ、米国

日本なし 香港、シンガポール 中国
台湾、タイ、
カナダ、米国

さつまいも
香港、シンガポール
カナダ

タイ（一部のもの以外）
台湾（一部地域以外）

緑茶（製茶）
 香港、シンガポール
台湾、米国、カナダ 中国、タイ



＊１ 引越貨物別送品及び自己査定通関貨物（商用サンプル・研究用途を除く）は輸出できない
＊２ 栽培用は植物検疫証明書を添付すれば輸出可能
＊３ 消費・食用は植物検疫証明書を添付すれば輸出可能

太字：農林水産物輸出入情報 2020年1月～７月累計金額上位３か国

（令和２年９月現在）
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精米及び玄米の輸出に関する植物検疫条件（貨物）
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植物検疫証明書無しで輸出可能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
＊１

－ － － － － － － －

植物検疫証明書を添付すれば輸出可能 － － － － － － － － － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ － － －

輸入許可証の取得及び
植物検疫証明書を添付すれば輸出可能

－ － － － － － － － － － － － － － ◎ － －

植物検疫証明書の添付及び
消毒が必要

－ － － － － － － － － － － － － － － ◎ －

二国間の合意に基づく検疫措置が必要 － － － － － － － － － － － － － － － － ◎

植物検疫証明書無しで輸出可能 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
＊２

－ － － － － － － － － －

植物検疫証明書を添付すれば輸出可能 － － － － － － － ◎ － ◎ ◎ ◎ － ◎
＊３

－ － －

輸出できない － － － － － － － － － － － － ◎ － － － ◎

輸入許可証（＊1）の取得及び
植物検疫証明書を添付すれば輸出可能

－ － － － － － － － － － － － － － ◎ － －

植物検疫証明書の添付及び
消毒が必要

－ － － － － － － － － － － － － － － ◎ －

二国間の合意に基づく検疫措置が必要 － － － － － － － － ◎
＊１

－ － － － － － － －

精

米

玄

米



（令和２年９月現在）
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詳細は農林水産省ホームページ：https://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/yusyutu_kaikin.html

３．２０１９年以降に輸出が解禁又は検疫条件が緩和された品目

品目 輸出先国 年月 主な変更点等

いちご 豪州 2020年9月 豪州向けいちご生果実の輸出解禁

クロマツ EU 2020年8月 EU加盟国向けクロマツ盆栽の輸出解禁

タイ向けかんきつ類生果実の輸出検疫条件の緩和

・一部の生産地域では、日タイの植物防疫官による合同輸出検査が不要に
・生産園地で行っていたかんきつ類の病気（Sweet Orange Scab）の発生調査が不要に

米国向けなし生果実の植物検疫条件の緩和

・輸出可能地域が全国（沖縄県及び一部の離島を除く）に拡大
・輸出可能品種の制限撤廃

米国向けうんしゅうみかん生果実の植物検疫条件の緩和

・臭化メチルくん蒸を実施せずに下記6州に輸出することが可能に
　アリゾナ州、カリフォルニア州、テキサス州、ハワイ州、フロリダ州及びルイジアナ州

ベトナム向けりんご生果実の新たな植物検疫条件での輸出解禁

・袋かけの代わりに低温処理を行うことでりんご生果実の輸出が可能に

かんきつ類 タイ 2020年5月

なし 米国 2020年4月

うんしゅう
みかん

米国 2020年2月

りんご ベトナム 2019年12月



植物防疫所ホームページURL：https://www.maff.go.jp/pps/index.html
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「輸出条件詳細情報」
をクリック

４．日本から輸出する際の条件
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輸出条件早見表（貨物・携帯品・
郵便物）をクリック

４．日本から輸出する際の条件
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「国名」をクリック

４．日本から輸出する際の条件
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４．日本から輸出する際の条件
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「各国の輸入規制等詳細情報」又は
「輸出条件詳細情報」をクリック

５．各国の輸入規則等詳細情報（更新情報）
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「国名」をクリック

５．各国の輸入規則等詳細情報（更新情報）
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５．各国の輸入規則等詳細情報（更新情報）



「輸出条件詳細情報」をクリック

「二国間協議により検疫条件が
定められている品目」をクリック

※P７参照
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５．各国の輸入規則等詳細情報（更新情報）
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５．各国の輸入規則等詳細情報（更新情報）
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６．輸出検査の流れ

「手続様式一覧」をクリック
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「植物等輸出検査申請書」をクリック

６．輸出検査の流れ



輸
出
検
査

植
物
検
疫
証
明
書
の
発
行
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輸出検査の申請

６．輸出検査の流れ



加工品（果汁等） 輸出可

生果実 輸出不可

（１）輸送形態による違い
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例）台湾へビワ生果実を輸出する場合

貨物 植物検疫証明書を添付すれば輸出可能

郵便・携帯品 輸出不可

同じ植物でも、生果実は禁止品ですが、加工品は輸出できるものもありま
す。

７．その他情報

※輸出の際は最新情報をご確認ください。

※不明な点は、最寄りの植物防疫所にお尋ねください。

（２）加工品



（３）参考情報

（４）照会の多い事例

乾燥しいたけ・干し柿を郵便で輸出する場合
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植物検疫証明書無しで輸出可能な国 アメリカ、韓国等

植物検疫証明書を添付すれば輸出可能な国 ベトナム等

農産物を輸出する際には、植物検疫のほか、その他の規制がある場合があ
ります。これらの情報は、農政局へお問い合わせください（P23参照）。

例）残量農薬、放射性物質、登録品種保護等

※加工度合いによる判断は輸出相手国にご確認ください。
※輸出の際は最新情報をご確認ください。

７．その他情報
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農林水産省ホームページURL：http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/eu_usedmv.html

EU向け中古農林機械に関する情報

詳細はこちらの実施要領等
をご確認ください
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国際植物防疫年2020

農林水産省ホームページURL： http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/keneki/iyph/iyph.html



お問い合わせ先
農林水産省 門司植物防疫所輸出検疫担当

〒 801-0841
福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎内

Tel：093-280-4319 Fax：093-321-0481
e-mail：pps_moji_yushutsu@maff.go.jp
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植物の輸出検疫相談窓口

植物防疫所ホームページURL：http://www.maff.go.jp/pps/j/business/export/kamotsu/madoguchi.html

植物防疫所では、輸出検疫に関するさまざまなご相談を承っています。
輸出検疫についてご不明な点がございましたら、最寄りの植物防疫所にお問合せ下さい。

九州農政局ホームページURL：https://www.maff.go.jp/kyusyu/keiei/zigyo/yusyutu.html

お問い合わせ先
九州農政局 経営・事業支援部 輸出促進課

〒860-8527
熊本市西区春日2丁目10番1号
Tel：096-211-8607 Fax：096-211-9825

残量農薬、放射性物質、登録品種保護 等に関するご相談。


